
　１．はじめに

　交通事故による死者数は平成４年に１１，４５１人と近

年のピークとなってから、以後年々減少傾向にあり、

平成１６年には７，３５８人になった。状態別死者数の経

年変化はFig.1のとおりであり、自動車、二輪車、

自転車、歩行者とも死者数が減少していることが示

された。この要因としてはさまざまなものが考えら

れるが、交通参加者の事故予防意識・能力の向上等

の人的側面からの要因も大きいと考えられる。

　これらの人的側面に関する要因として、講習制度、

乗員安全保護装置の着用者率、速度に着目し、交通

事故統合データを用いて、平成４年から平成１６年に

かけて交通事故死者数が大きく減少した要因の一端

を分析した。

　ただし、これらの要因は同時並行的に変化してお

り、それぞれの死者数低減効果は必ずしも互いに独

立ではない。また、これらの要因以外にも、交通事
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　交通事故による死者数は平成４年に１１，４５１人と近年のピークであったが、以後年々減少

して平成１６年には７，３５８人になった。状態別死者数をみると、自動車、二輪車、自転車、

歩行者とも減少している。人的側面に関する死者数減少要因として、講習制度、乗員安全

保護装置の着用者率、事故直前の走行速度に着目し、交通事故統合データを用いて、平成

４年から平成１６年にかけて交通事故死者数が大きく減少した要因の一端を分析した。その

結果、交通参加者の交通安全意識の向上、運転行動の変化等により、死者数が減少したこ

とが推定された。
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故死者数に影響を与える道路環境、車両、緊急医療

等の要因・対策が多数想定される。そのため、各々

の要因の死者数低減効果を独立に算出することが難

しく、今回の研究で算出された死者数低減効果は、

当該要因以外の影響が除去されているわけではない。

　２．講習制度の効果

　平成２年９月に初心運転者期間制度が導入され、

普通自動車、自動二輪車、原付の免許を受けたもの

は、免許取得後１年間が初心運転者期間となった。

この期間中に、「２回以上の交通違反に係る合計点

数が３点以上場合、または交通違反に係る合計点数

が４点以上となった場合」には、初心運転者講習を

受講しなければならない。また、初心運転者講習受

講後、初心運転者期間内に前記の基準に達した場合

には、再試験を受けなければならない制度である。

この制度導入前後の初心運転者が引き起こした事故

の死者数を示したものがFig.2である。この結果、

制度導入後、初心運転者が第一当事者となっている

事故による死者数が大きく減少している。そのため、

初心運転者期間制度による死者数低減効果があった

と考えられる。

　平成４年８月に原付免許取得時の講習制度が導入

された。この講習を受講したものが多いと想定され

る当該免許経験が１年未満である原付運転者が第一

当事者となった事故による死者数の経年変化を示し

たものがFig.3である。ただし、この場合には普通

免許等を取得することにより原付が運転できるよう

になった当事者は原付講習を受講していないと考え

られる。この結果、講習制度導入の翌年に、当該事

故が大きく減少しており、一定の死者数低減効果が

あったと推定される。

　平成１０年４月に、運転免許更新時に７５歳以上の高

齢者に対して講習を義務づける高齢者講習が制度化

された。また、平成１４年６月には、高齢者講習が義

務づけられる年齢が７０歳に引き下げられた。高齢者

（７０歳以上）が原付以上の車両を運転中に第一当事者

となった事故の死者数の経年変化を示したものが

Fig.4である。この結果、高齢者講習の対象となっ

た当事者が起こした事故の死者数は、制度導入の翌

年には減少しており、一定の効果があることが想定

される。

　これらの講習制度の導入前後の死者数を比較する

と、導入翌年には、講習制度の対象となると思われ

る当事者が起こした事故による死者数が減少し、効

果が表れていると推定される。しかし、このような

概略的な分析では、対策と死者数低減効果の因果関

係があることを示すことはできるが、死者数低減効

果を定量的に示すことは難しいと思われる。また、

数年経過した後の死者数分析結果は、少子高齢化等

を含めたさまざまな社会情勢が変化しており、この
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Fig. 1　状態別死者数の推移
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Fig. 2　第一当事者（原付以上）の免許経過年数が１年未満
の事故の死者数
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Fig. 3　原付が第一当事者（免許経験が１年未満）である事
故の死者数
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Fig. 4　第一当事者（原付以上）が高齢者（７０歳以上）であ
る事故の死者数
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ようなことに大きく影響されると考えられる。

　３．乗員安全保護装置着用者率向上の効果

　平成４年から平成１６年までの状態別死傷者死亡率

の推移をFig.5に示す。これより、どの状態におい

ても死傷者死亡率は平成４年以降減少傾向にあるこ

とがわかるが、平成４年を１．００とした時の推移を表

したFig.6をみると、自動車乗車中、二輪車乗車中、

自転車乗用中の場合が顕著であることがわかる。こ

こでは、乗員安全保護装置として着用が義務付けら

れている自動車のシートベルトとチャイルドシート、

および二輪車のヘルメットに関して、それぞれの平

成４年から平成１６年までの着用者率向上による死者

数低減効果を分析した。

　効果分析には、死亡率として死傷者死亡率または

関与者死亡率を用い、各々の定義は以下のとおりと

した。

　　　　　　　　　
死者数

　死傷者死亡率＝――――――×１００（％）………�

　　　　　　　　　
死傷者数

　死傷者数：死者数＋重傷者数＋軽傷者数

　　　　　　　　　
死者数

　関与者死亡率＝――――――×１００（％）………�

　　　　　　　　　
関与者数

　関与者数：死者数＋重傷者数＋軽傷者数＋無傷者数

　３－１　シートベルト着用者率向上による運転者

の死者数低減効果

　シートベルト着用の効果として、シートベルトを

非着用の場合には死傷したと想定される当事者が無

傷となることもあるので、ここでは無傷者も含めた

分析を実施し、死亡率としては関与者死亡率を用い

た。分析の対象事故としては、無傷者数を正確に反

映させること、シートベルト着用効果が顕著に見込

める条件に絞ること、また、高速道路での事故は衝

突形態が曖昧なことが多いことから、

・第一、第二当事車両の運転者

・大型・普通・軽の乗用車または貨物車

・車両相互事故または車両単独事故での前面衝突車

ただし、

・相手車が大型車の場合

・多重衝突事故

・高速道路・自専道上での事故

を除外とした。

　対象事故における自動車運転中の関与者死亡率と

関与者シートベルト着用者率の推移をFig.7に示す。

関与者シートベルト着用者率向上に伴い関与者死亡

率が低減するという関係が明らかであり、シートベ

ルト着用者率向上による死者数低減効果があったと

考えられる。

　平成４年の関与者シートベルト着用者率７３．９％が

平成１６年には大幅に向上した（９６．９％）ことによる

死者数低減効果を試算した。試算の考え方は、平成

１６年の関与者シートベルト着用者率が平成４年の値

であった場合の対象事故での推定死者数Ｘ１を算出

し、これと平成１６年の対象事故での実死者数との差

を死者数低減効果Ｙ１とした。

　平成４年から平成１６年まで１３年間合計での対象事
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Fig. 5　状態別死傷者死亡率の推移
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注）平成４年＝１．００。
Fig. 6　状態別死傷者死亡率の推移
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Fig. 7　対象事故の関与者死亡率、関与者シートベルト着
用者率
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故での関与者死亡率は、シートベルト着用時で

０．１０％、シートベルト非着用時で２．０５％である

（Table 1）。また、対象事故での平成１６年関与者数

が５００，５０１人であることから、以下のようにＸ１＝

３，０４８人と推定された。

　Ｘ１＝着用での推定死者数＋非着用での推定死者数

　　＝平成１６年関与者数×平成４年着用者率×平成

４から１６年着用時関与者死亡率＋平成１６年関

与者数×（１－平成４年着用者率）×平成４か

ら１６年非着用時関与者死亡率………�

　　＝５００，５０１×０．７３９×０．００１０＋５００，５０１×（１－０．７３９）×０．０２０５

　　＝３，０４８（人）

　平成１６年の対象事故での実死者数は１，０５９人なの

で、

　　　Ｙ１＝３，０４８－１，０５９＝１，９８９（人）

となり、シートベルト着用者率向上による対象事故

での死者数低減効果Ｙ１は１，９８９人となった（Fig.8）。

　平成１６年の推定値Ｘ１＝３，０４８人は平成４年の対象

事故での死者数１，６９１人を大きく上回っているが、

これは、関与者数が大幅に増加しているためである。

関与者数の大幅な増加理由としては、近年の死亡者

数減少とは異なり、負傷者数が大幅な増加傾向にあ

ること、および追突事故件数増加により追突車両運

転者の無傷者数が増加していることなどによるもの

が大きい。

　３－２　チャイルドシートによる死者数低減効果

　自動車乗車中の６歳未満の幼児が傷害を負った事

故データを抽出し、チャイルドシートによる死者数

低減効果を試算した。平成４年のチャイルドシート

着用者率は数％できわめて低く、チャイルドシート

による死者数低減効果はゼロとした。そして、平成

１６年にチャイルドシートを適正に使用していた事故

当事者がチャイルドシートを着用していなかったと

仮定した場合の推定死者数Ｘ２を算出し、これと平成

１６年の実死者数との差を、平成１６年のチャイルドシ

ートによる死者数低減効果Ｙ２とした。

　平成１６年のチャイルドシート着用状態別死傷者数

はTable 2のとおりである。適正使用の事故当事者

が非着用であったと仮定した場合の推定死者数Ｘ２は、

適正使用死傷者数に不適正使用死傷者の死傷者死亡

率をかけ合わせる計算式で算出した。チャイルドシ

ート着用が義務化された以降の、平成１３～１６年の６

歳未満の幼児の自動車乗車中死者数は、いずれも５０

人未満と少なく、死傷者死亡率を算出する場合には

１年単位のデータでは、信頼性に欠ける。そのため

Table 3に示すように、死傷者死亡率は平成１３～１６

年の合計で算出した値０．７０％を用いた。

　このような前提で、以下のようにＸ２＝４６と推定さ

れた。

　　Ｘ
２
＝平成１６年の適正使用死傷者が非着用と仮定

した場合の死者数

　　　＝平成１６年のチャイルドシート適正使用死傷

者数×非着用時死傷者死亡率………�

　　　＝６，６０９×０．００７０

　　　＝４６（人）

　平成１６年のチャイルドシート適正使用による実死

者数は１０人なので、チャイルドシートの死者数低減

効果Ｙ２は、
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Fig. 8　シートベルト着用者率向上による死者数低減効果
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Table 1　対象事故での関与者死亡率（平成４～１６年合計）

関与者死亡率（％）関与者数死者数

０．１０５，０２７，５１３５，１０１シートベルト着用

２．０５６１３，７５８１２，５７２シートベルト非着用

Table 2　チャイルドシート着用状態別死傷者死亡率（平成１６年）

死傷者死亡率（％）死傷者数死者数

０．１５６，６０９１０適正使用

０．０８１，２８２１不適正使用

０．７８３，７２５２９非着用

０２８７０着用不明

０１，４２７０シートベルト着用

Table 3　チャイルドシート着用状態別死傷者死亡率（平成１３～
１６年合計）

死傷者死亡率（％）死傷者数死者数

０．１０２５，４４２２５適正使用

０．７０１４，６７１１０３非着用



　　Ｙ２＝４６－１０＝３６（人）

となり、平成１６年のチャイルドシートを適正に使用

したことによる死者数低減効果Ｙ２は３６人となった。

　３－３　ヘルメット着用者率向上による死者数低

減効果

　二輪車用ヘルメットは昭和６１年の原付への着用義

務化をもって全ての二輪車において義務化され、今

日に至っている。二輪車乗車中死傷者におけるヘル

メット着用者率は平成４年で既に９６．３％に達してい

たが、平成１６年では９８．６％というさらに高い水準に

なっている（Fig.9）。この１３年間のヘルメット着用

者率向上による死者数低減効果を、シートベルトの

場合に準じて算出した。すなわち、平成１６年の二輪

車乗車中死傷者のヘルメット着用者率が平成４年の

値であった場合の対象事故での推定死者数Ｘ３を算出

し、これと平成１６年の対象事故での実死者数との差

を死者数低減効果Ｙ３とした。

　ここでは、検討の範囲をヘルメットの着用効果を

見込める条件に合致させるため、検討の対象者を、

・致命傷または最大負傷となった部位が、頭部また

は顔部である死傷者

・二輪車乗車中の全ての運転者および同乗者

とした。

　Table 4～6に示すように、対象事故での平成４年

のヘルメット着用者率が８８．４％であること、平成４

年から平成１６年まで１３年間合計での対象事故での死

傷者死亡率はヘルメット着用時で３．８２％、ヘルメッ

ト非着用時で７．１６％であること、また、平成１６年死

傷者数が１９，７３４人であることから、以下のようにＸ３
＝８３０人と推定された。

　　　Ｘ
３
＝着用での推定死者数＋非着用での推定死

者数

　　　　＝平成１６年死傷者数×平成４年着用者率×

平成４から１６年着用時死傷者死亡率＋平

成１６年死傷者数×（１－平成４年着用者

率）×平成４から１６年非着用時死傷者死

亡率………�

　　　　＝１９，７３４×０．８８４×０．０３８２＋１９，７３４×

　　　　　（１－０．８８４）×０．０７１６

　　　　＝８３０（人）

　平成１６年の対象事故での実死者数は６７２人なので、

　　　Ｙ３＝８３０－６７２＝１５８（人）

となり、ヘルメット着用者率向上による対象事故で

の死者数低減効果Ｙ３は１５８人となった（Fig.10）。

　以上、シートベルト、チャイルドシート、および

ヘルメットに関してそれぞれの着用者率向上による

死者数低減効果を分析したが、これらの効果には他

の要因、例えば車体衝突性能向上、エアバッグ搭載

率向上、衝突速度低下、等の効果も一部含まれてお

り、純粋に着用者率向上のみの効果ではないことは

注意したい。
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Fig. 9　ヘルメット着用者率と死傷者死亡率
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Fig. 10　ヘルメット着用者率向上による死亡者数低減効果
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３．８２２５５，７５３９，７７８ヘルメット着用

７．１６２４，５８２１，７６０ヘルメット非着用

Table 4　人身損傷主部位が頭顔部である当事者のヘルメット
着用者率（平成４年）

着用者率（％）合計非着用者数着用者数

８８．４２１，７２５２，５２９１９，１９６

Table 5　人身損傷主部位が頭顔部である当事者のヘルメット
着用有無による死傷者死亡率（平成４～１６年）

Table 6　人身損傷主部位が頭顔部である死者数と死傷者（平
成１６年）

死傷者数死者数

１９，７３４６７２



　４．車両の速度減少による効果

　死者数に影響の大きい要素の一つとして衝突速度

が挙げられる。交通事故統計には、衝突速度の項目

はないが、それと相関が高いと考えられる危険認知

速度が記録されている。危険認知速度とは、当事者

が相手当事者等を認め、危険を認知した時点の速度

である。そこで、この危険認知速度の変化と死者数

低減の効果を分析した。平成４年と平成１６年の事故

関与者の危険認知速度の平均をTable 7に示す。こ

こでは、

・四輪車は乗用車と貨物車を対象とし、死者が少な

い追突事故は除外

・四輪車乗員は、第一、第二当事車両の運転者およ

び同乗者とし、運転者は死傷者と無傷者、同乗者

は無傷者のデータがないため死傷者を対象

・二輪車乗員は、四輪車乗員同様に第一、第二当事

車両の運転者および同乗者とし、運転者は死傷者

と無傷者、同乗者は無傷者のデータがないため死

傷者を対象

・歩行者は、人対四輪車事故の第一および第二当事

者とし、死者の少ない第三当事者以下は除外

を事故関与者とし分析対象としている。

　Table 7に示すように、平成４年と平成１６年を比較

すると、全ての事故類型で事故関与者乗車車両の危

険認知速度（歩行者の場合は相手四輪車の危険認知

速度）の平均が１２～２８％低下している。事故類型の

代表例をFig.11で見てみると、平成１６年は平成４年

と比べて危険認知速度の分布が低速側にシフトして

いることがわかる。この危険認知速度が低下したこ

とによる効果について、平成１６年に発生した事故が

仮に平成４年の速度分布であった場合の死者数を推

定し、平成１６年実死者数との差を危険認知速度減に

よる効果とした。具体的には、数式�（＝危険認知

速度の低下による死者数低減効果推定式）に示すよ

うに、危険認知速度毎に平成１６年の死亡率に、平成

４年の速度構成率を乗じて合算し、その事故類型で

の平均死亡率を算出する。これに平成１６年の事故の

関与者数を乗じて死者数とし、平成１６年実死者数と

の差が危険認知速度減による効果となる。ここで四

輪車および二輪車乗員の死亡率は数式�を使用して

Ｓｅｐ.，２００６ＩＡＴＳＳ　Ｒｅｖｉｅｗ　Ｖｏｌ．３１，Ｎｏ．２ （　　）１１
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Table 7　危険認知速度平均の比較表

危険認知速度平均（ｋｍ／ｈ）
事故類型事故関与者

増減比平成１６年平成４年

▲２４％４０．３５３．０単独事故
四輪車乗員

▲１９％２４．９３０．７車両相互（追突除く）

▲１５％２４．５２８．７単独事故
原付乗員

▲１２％２０．８２３．６車両相互

▲２２％３９．３５０．４単独事故
二輪車乗員

▲１３％２９．７３４．３車両相互

▲２８％１７．６２４．６人対四輪車歩行者

（１）四輪車（単独事故） 

（２）四輪車（四輪車相互事故） 
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（３）自動二輪車（単独事故） 
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（４）四輪車（人対四輪車事故） 
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Fig. 11　事故関与者ごとの危険認知速度分布



いる。その結果、Table 8に示すように死者数低減

効果としては、四輪乗車中の乗員では、合計１，２３６

人、二輪車乗員全体では５２２人、歩行者では１，４１２人

の合計３，１７０人となった。なお、危険認知速度が低

下した原因は、渋滞などの速度を出せない交通事情

の増加も考えられるが、高齢化などの年齢構成や運

転行動パターンの変化、安全意識の高揚など人的要

因によるものが多いと推察される。

　（平成１６年の危険認知速度分布が平成４年と同じ

と仮定した場合の平均死亡率）

　　　＝Σ｛（平成１６年危険認知速度毎の死亡率）ｉ

　　　　　×（平成４年危険認知速度毎の構成率）ｉ｝

　　ｉ：危険認知速度

 

　死亡率＝（運転者死者数＋同乗者死者数）／

　　　　　｛（運転者死傷者数＋運転者無傷者数）＋

　　　　　（同乗者死傷者数）｝×１００％………�

　５．まとめと今後の課題

　交通事故死者数の減少要因を人的側面から総合的

に分析した。講習制度の効果をみると、定量的に死

者数低減効果を算出することは難しいと思われるが、

講習制度導入の翌年は講習対象者が第一当事者であ

　（危険認知速度低下による死者数の低減効果Ｙ４）

　　＝（平均死亡率）×（平成１６年事故関与者数）

　　　　－（平成１６年実死者数）………�

る事故の死者数が減少しており、一定の死者数低減

効果があったと思われる。乗員安全保護装置に関し

ては、平成４年から１６年にかけて着用者率が着実に上

昇しており、その結果として死者数低減効果がある

ことが示された。また、事故発生時の危険認知速度

も、平成４年から１６年にかけて大きく減少しており、

その結果として死者数低減効果があることが示され

た。

　このように、人的側面から見て、死者数低減効果

があったと想定される対策・要因別の分析結果を総

合的に捉えると、死者数低減効果の要因としては、

交通参加者の交通安全意識の向上、運転行動の変化

等が考えられる。このような交通参加者の変化をも

たらした要因の一つとして、さまざまな場面におけ

る安全講習、交通安全教育等が挙げられる。

　本調査分析により、人的側面からの死者数低減効

果の一端を算出することができたが、さまざまな制

約により必ずしも完璧な評価ができたわけではない。

特に、交通安全教育や安全講習制度が死者数低減効

果に直接的に及ぼす影響については、明確に把握す

ることが技術的に難しく、交通安全教育等の効果を

定量的に評価する手法の開発が待たれるところであ

る。

　本原稿は、平成１７年９月の�交通事故総合分析センタ

ー研究発表会の「交通事故死者数が７，３５８人に減少した要

因の分析」から一部分を抽出して、とりまとめたもので

ある。
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Table 8　危険認知速度減による死者数低減効果

死者数
低減効果
（人）Ｙ４

Ｈ１６推定
（速度分布がＨ４年と仮定した場合）Ｈ１６実績

事故類型事故関与者
平均死亡率（％）死者数平均死亡率（％）死者数関与者数

５８８４．０１１．７２８２．６５１，１４０４３，０４９単独事故
四輪車乗員

６４８０．４４２，０７４０．３０１，４２６４７６，８５６車両相互（追突除く）

５３１．６７１７１１．１５１１８１０，２５５単独事故
原付乗員

５５０．５０５７３０．４５５１８１１５，２３５車両相互

２１２５．９５４２３２．９７２１１７，１１２単独事故
二輪車乗員

２０２０．９９６６００．６９４５８６６，３９４車両相互

１，４１２５．０３３，４５４２．９７２，０４２６８，７００対四輪車歩行者

３，１７０９，０８３５，９１３


